
豊能町との図書館相互利用協定締結と

北部地域以外の移動図書館巡回の終了について
子ども未来創造局 中央図書館

１ 豊能町教育委員会と図書館相互利用について協定を締結します

令和３年４月から令和４年１月の利用実績の検証（「（２）利用実績の検証」を参照。）を踏

まえて、以下のとおり、箕面市と豊能町の図書館相互利用についての協定を、令和４年２

月２５日（金）に、正式に締結し、令和４年３月１日から適用します。

（１）制度概要と本格実施に向けた対応

◆箕面市民が図書館を利用する場合の条件

◆豊能町民が図書館を利用する場合の条件

令和３年４月１日から試行を開始した豊能町と箕面市の図書館相互利用について、令和４

年３月１日から本格実施することとし、協定を締結します。また、市北部地域（箕面森町、止々

呂美地区）以外の移動図書館の巡回については、新改革プランの取り組みとして令和３年度

末で終了することに伴い、広報紙４月号に掲載するとともに４月の巡回をもって終了します。
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（２）利用実績の検証

◆箕面市民の豊能町立図書館の利用実績

◆豊能町民の箕面市立図書館の利用実績

※R3年度と比較できるよう、各年度４月～１月の合計数に基づき算出

（３）検証結果を踏まえた対応方針



参考

・豊能町の要望を踏まえた電子書籍の相互利用についての検証

【結論】

○電子書籍

事業者との調整により、新たな経費なしで、特例として使用を認めることが可能となったこと

から、豊能町民を利用対象とします。

○オーディオブック

事業者と調整したが、対応できないとの回答があったため豊能町民を利用対象外とします。

２ 北部地域以外の移動図書館巡回の終了について

（１）これまでの取り組み

・新改革プランの趣旨に基づき既存事業の見直しを実施し、車両の老朽化による多額

の更新費用が必要な移動図書館事業は継続しないこととするとともに、電子図書館の

整備を行うこととしました。

・このため、移動図書館の利用者には、令和３年３月の電子図書館の供用開始時から

電子図書館の利用案内を行っています。

・また、令和３年１０月からは実際の画面を見てもらいながら使い方の説明会を移動図

書館の巡回時に行うとともに、中央図書館でも説明会を開催し、さらに、令和３年１２

月からは、電子図書館の活用も含めた「はじめてのスマートフォン体験講座」を実施し、

電子図書館の利用の促進を図っています。

・豊能町の要望を踏まえて、電子書籍の相互利

用について以下の点について検討しました。

【利用状況】

・箕面市民の利用は、最大でも 1300回程度と

なっていることから、豊能町の要望を踏まえ

て、豊能町民に電子書籍の利用を認めても、

箕面市民の利用に支障は出ないと考えます。

⇒電子書籍の利用状況が低下している要因と

しては、図書館がコロナによる臨時休館をして

いないことが要因の一つと考えられますが、

スマホ講座などを活用したり、学校教育での

活動なども視野に市民へのさらなる周知を図

ります。



（２）巡回終了日程と今後について

・北部地域（箕面森町・止々呂美地区）以外の巡回を令和４年３月末をもって終了する

ことに伴い、上記（１）の取り組みを進めてきましたが、より丁寧に市民に説明するため、

広報紙４月号に記事を掲載するとともに、猶予期間を設け４月の巡回をもって終了す

ることといたします。

・また、来年度も引き続き電子図書館の使い方講座や「はじめてのスマートフォン体験

講座」を実施します。

●最終巡回日

・なお、北部地域の巡回終了と移動図書館の廃止は令和４年度末をメドとしており、今

後、移動図書館の廃止に伴う丁寧な周知、豊能町図書館との相互利用の促進、北部

地域において電子図書館の活用を含めた「はじめてのスマートフォン体験講座」を実施

するなど、必要な取り組みを進めてまいります。


